
 

 

議案第１号   

三浦市手数料条例の一部を改正する条例  

三浦市手数料条例（平成 12年三浦市条例第３号 ）の一部を次のように改正

する。  

別表 13の項から 18の項までを次のように改める。  

13  戸 籍 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 2 2 4

号 ） 第 10条 第 １ 項 、 第 10条 の ２

第 １ 項 若 し く は 第 ３ 項 か ら 第 ５

項 ま で 若 し く は 第 1 2 6 条 の 規 定

に 基 づ く 戸 籍 の 謄 本 若 し く は 抄

本 の 交 付 又 は 同 法 第 1 2 0 条 第 １

項 、 第 1 2 0 条 の ２ 第 １ 項 若 し く

は 第 1 2 6 条 の 規 定 に 基 づ く 戸 籍

証 明 書 の 交 付  

１ 通 に つ き  450円  

 

14  戸 籍 法 第 10条 第 １ 項 、 第 10条

の ２ 第 １ 項 若 し く は 第 ３ 項 か ら

第 ５ 項 ま で 又 は 第 1 2 6 条 の 規 定

に 基 づ く 戸 籍 に 記 載 し た 事 項 に

関 す る 証 明 書 の 交 付  

証 明 事 項 １ 件 に つ き  350円  

14の ２  戸 籍 法 第 1 2 0 条 の ３ 第 ２

項 の 規 定 に 基 づ く 戸 籍 電 子 証 明

書 提 供 用 識 別 符 号 の 発 行 （ 情 報

通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進

等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 14年 法 律

第 1 5 1 号 ） 第 ７ 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 同 法 第 ６ 条 第 １ 項 に 規 定

す る 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す

る 方 法 （ 総 務 省 令 で 定 め る も の

に 限 る 。 以 下 同 じ 。 ） に よ り 戸

籍 電 子 証 明 書 提 供 用 識 別 符 号 の

発 行 を 行 う 場 合 （ 当 該 発 行 に 係

る 戸 籍 電 子 証 明 書 の 請 求 が 同 条

第 １ 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定

す る 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す

る 方 法 に よ り 行 わ れ た 場 合 に 限

る 。 ） に お け る 当 該 発 行 及 び 戸

籍 電 子 証 明 書 提 供 用 識 別 符 号 の

発 行 に 係 る 戸 籍 電 子 証 明 書 の 請

求 を 行 う 者 が 同 時 に 当 該 戸 籍 電

子 証 明 書 が 証 明 す る 事 項 と 同 一

の 事 項 を 証 明 す る 戸 籍 の 謄 本 若

戸 籍 電 子 証 明 書 提 供 用 識 別 符 号 １ 件 に

つ き  400円  
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し く は 抄 本 又 は 戸 籍 証 明 書 の 請

求 を 行 う 場 合 に お け る 当 該 発 行

を 除 く 。 ）  

15  戸 籍 法 第 12条 の ２ に お い て 準

用 す る 同 法 第 10条 第 １ 項 若 し く

は 第 10条 の ２ 第 １ 項 若 し く は 第

３ 項 か ら 第 ５ 項 ま で の 規 定 若 し

く は 同 法 第 1 2 6 条 の 規 定 に 基 づ

く 除 か れ た 戸 籍 の 謄 本 若 し く は

抄 本 の 交 付 又 は 同 法 第 1 2 0 条 第

１ 項 、 第 1 2 0 条 の ２ 第 １ 項 若 し

く は 第 1 2 6 条 の 規 定 に 基 づ く 除

籍 証 明 書 の 交 付  

１ 通 に つ き  750円  

16  戸 籍 法 第 12条 の ２ に お い て 準

用 す る 同 法 第 10条 第 １ 項 若 し く

は 第 10条 の ２ 第 １ 項 若 し く は 第

３ 項 か ら 第 ５ 項 ま で の 規 定 又 は

同 法 第 1 2 6 条 の 規 定 に 基 づ く 除

か れ た 戸 籍 に 記 載 し た 事 項 に 関

す る 証 明 書 の 交 付  

証 明 事 項 １ 件 に つ き  450円  

16の ２  戸 籍 法 第 1 2 0 条 の ３ 第 ２

項 の 規 定 に 基 づ く 除 籍 電 子 証 明

書 提 供 用 識 別 符 号 の 発 行 （ 情 報

通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進

等 に 関 す る 法 律 第 ７ 条 第 １ 項 の

規 定 に よ り 同 法 第 ６ 条 第 １ 項 に

規 定 す る 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使

用 す る 方 法 に よ り 除 籍 電 子 証 明

書 提 供 用 識 別 符 号 の 発 行 を 行 う

場 合 （ 当 該 発 行 に 係 る 除 籍 電 子

証 明 書 の 請 求 が 同 項 の 規 定 に よ

り 同 項 に 規 定 す る 電 子 情 報 処 理

組 織 を 使 用 す る 方 法 に よ り 行 わ

れ た 場 合 に 限 る 。 ） に お け る 当

該 発 行 及 び 除 籍 電 子 証 明 書 提 供

用 識 別 符 号 の 発 行 に 係 る 除 籍 電

子 証 明 書 の 請 求 を 行 う 者 が 同 時

に 当 該 除 籍 電 子 証 明 書 が 証 明 す

る 事 項 と 同 一 の 事 項 を 証 明 す る

除 か れ た 戸 籍 の 謄 本 若 し く は 抄

本 又 は 除 籍 証 明 書 の 請 求 を 行 う

場 合 に お け る 当 該 発 行 を 除 く 。） 

除 籍 電 子 証 明 書 提 供 用 識 別 符 号 １ 件 に

つ き  700円  
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17  戸 籍 法 第 48条 第 １ 項 （ 同 法 第

1 1 7 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。 ） の 規 定 に 基 づ く 届 出 若

し く は 申 請 の 受 理 の 証 明 書 の 交

付 、 同 法 第 48条 第 ２ 項 （ 同 法 第

1 1 7 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。 ） 若 し く は 第 1 2 6 条 の 規

定 に 基 づ く 届 書 そ の 他 市 長 の 受

理 し た 書 類 に 記 載 し た 事 項 の 証

明 書 の 交 付 又 は 同 法 第 1 2 0 条 の

６ 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 届 書 等

情 報 の 内 容 の 証 明 書 の 交 付  

１ 通 に つ き  350円（ た だ し 、婚 姻 、離

婚 、 養 子 縁 組 、 養 子 離 縁 又 は 認 知 の 届

出 の 受 理 に つ い て 、 請 求 に よ り 法 務 省

令 で 定 め る 様 式 に よ る 上 質 紙 を 用 い る

場 合 に あ っ て は 、 1,400円 と す る 。 ）  

18  戸 籍 法 第 48条 第 ２ 項 （ 同 法 第

1 1 7 条に お い て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。 ） の 規 定 に 基 づ く 届 書 そ

の 他 市 長 の 受 理 し た 書 類 の 閲 覧

又 は 同 法 第 1 2 0 条 の ６ 第 １ 項 の

規 定 に 基 づ く 届 書 等 情 報 の 内 容

を 表 示 し た も の の 閲 覧  

書 類 又 は 届 書 等 情 報 の 内 容 を 表 示 し た

も の １ 件 に つ き  350円  

   附  則  

この条例は、令和６年３月１日 から施行する。  

令和６年２月 28日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   
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議案第２号   

   財産の取得について  

 三浦市南下浦コミュニティセンター等備品を次のとおり取得するため、地

方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 96条第１項第８号及び議会の議決に付す  

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 39年三浦市条例第４号）

第３条の規定により議会の議決を求める。  

１  取得価格  

  18,040,000円  

２  取得先  

  横浜市中区不老町１－１－５横浜東芝ビル４階  

  アイリスチトセ株式会社横浜支店  

３  納入期限  

  令和６年６月 20日  

令和６年２月 28日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   
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                            議案第３号   

   三浦市職員定数条例の一部を改正する条例  

 三浦市職員定数条例（昭和 34年三浦市条例第 14号）の一部を次のように改

正する。  

 第２条第１項の表中「 1 5 1 」を「 1 5 7 」に、「 5 5 1 」を「 5 5 7 」に改める。  

   附  則  

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

  令和６年２月 28日提出  

                     三浦市長  吉  田  英  男   
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                            議案第４号   

   三浦市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

 三浦市国民健康保険税条例（昭和 30年三浦市条例第 50号）の一部を次のよ

うに改正する。  

 第３条第１項中「 100分の 6.47」を「 100分の 6.68」に改める。  

 第５条中「国保課税被保険者均等割額」を「被保険者均等割額」に、「 27, 

600円」を「 29,600円」に改める。  

 第６条第１号中「 19,900円」を「 21,600円」に改め、同条第２号中「 9,950

円」を「 10,800円」に改め、同条第３号中「 14,925円」を「 16,200円」に改  

める。  

 第７条中「 100分の 2.7」を「 100分の 2.8」に改める。  

 第８条中「 15,600円」を「 16,800円」に改める。  

 第９条中「 100分の 2.29」を「 100分の 2.18」に改める。  

 第 11条中「 16,300円」を「 13,100円」に改める。  

 第 12条中「 2,200円」を「 7,000円」に改める。  

 第 25条第１項第１号ア中「 19,320円」を「 20,720円」に改め、同号イ中「

13,930円」を「 15,120円」に、「 6,965円」を「 7,560円」に、「 10,448円」

を「 11,340円」に改め、同号ウ中「 10,920円」を「 11,760円」に改め、同号

エ中「 11,410円」を「 9,170円」に改め、同号オ中「 1,540円」を「 4,900円」

に改め、同項第２号ア中「 13,800円」を「 14,800円」に改め、同号イ中「 9, 

950円」を「 10,800円」に、「 4,975円」を「 5,400円」に、「 7,463円」を「  

8,100円」に改め、同号ウ中「 7,800円」を「 8,400円」に改め、同号エ中「 8, 

150円」を「 6,550円」に改め、同号オ中「 1,100円」を「 3,500円」に改め、

同項第３号ア中 「「 5,520円」を 「「 5,920円」に改め、同号イ中 「「 3,980円」を 「「  

4,320円」に、「 1,990円」を 「「 2,160円」に、「 2,985円」を 「「 3,240円」に改  

め、同号ウ中「 3,120円」を「 3,360円」に改め、同号エ中「 3,260円」を「 2, 

6 2 0円」に改め、同号オ中「 4 4 0円」を「 1,400円」に改め、同条第２項第１  

号ア中「 4,140円」を「 4,440円」に改め、同号イ中「 6,900円」を「 7,400円」  

に改め、同号ウ中「 11,040円」を「 11,840円」に改め、同号エ中「 13,800円」  

を「 14,800円」に改め、同項第２号ア中「 2,340円」を「 2,520円」に改め、

同号イ中「 3,900円」を「 4,200円」に改め、同号ウ中「 6,240円」を「 6,720

円」に改め、同号エ中「 7,800円」を「 8,400円」に改める。  

   附  則  

 （施行期日）  
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１  この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

 （適用区分）  

２  改正後の三浦市国民健康保険税条例の規定は、令和６年度以後の年度分

の国民健康保険税について適用し、令和５年度分までの国民健康保険税に

ついては、なお従前の例による。  

  令和６年２月 28日提出  

                     三浦市長  吉  田  英  男   
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議案第５号   

   三浦市介護保険条例の一部を改正する条例  

 三浦市介護保険条例（平成 12年三浦市条例第４号）の一部を次のように改

正する。  

 第４条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令

和８年度まで」に改め、同項各号を次のように改める。  

 （１）  介護保険法施行令（平成 10年政令第 4 1 2 号。以下「令」という。）

第 38条第１項第１号に掲げる者  36,030円  

 （２）  令第 38条第１項第２号に掲げる者  54,250円  

 （３）  令第 38条第１項第３号に掲げる者  54,640円  

 （４）  令第 38条第１項第４号に掲げる者  71,280円  

 （５）  令第 38条第１項第５号に掲げる者  79,200円  

 （６）  令第 38条第１項第６号に掲げる者  95,040円  

 （７）  令第 38条第１項第７号に掲げる者  102,960円  

 （８）  令第 38条第１項第８号に掲げる者  118,800円  

 （９）  令第 38条第１項第９号に掲げる者  134,640円  

 （ 10）  令第 38条第１項第 10号に掲げる者  150,480円  

 （ 11）  令第 38条第１項第 11号に掲げる者  166,320円  

 （ 12）  令第 38条第１項第 12号に掲げる者  182,160円  

 （ 13）  令第 38条第１項第 13号に掲げる者  190,080円  

 第４条第２項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令

和８年度まで」に、「 21,180円」を「 22,570円」に改め、同条第３項中「令

和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に、「

21,180円」を「 22,570円」に、「 31,770円」を「 38,410円」に改め、同条第

４項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度ま

で」に、「 21,180円」を「 22,570円」に、「 49,430円」を「 54,250円」に改

める。  

 第６条第３項中「第 39条第１項第１号イ」を「第 38条第１項第１号イ」に、

「若しくは第５号ロに該当するに至った第１号被保険者又は第４条第６号イ、

第７号イ、第８号イ、第９号イ、第 10号イ、第 11号イ若しくは第 12号イ」を  

「、第５号ロ、第６号ロ、第７号ロ、第８号ロ、第９号ロ、第 10号ロ、第 11

号ロ又は第 12号ロ」に改める。  

   附  則  

 （施行期日）  
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１  この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

 （適用区分）  

２  改正後の第４条及び第６条第３項の規定は、令和６年度分から令和８年

度分までの保険料率について適用し、令和５年度分までの保険料率につい

ては、なお従前の例による。  

  令和６年２月 28日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   

9



 

 

議案第６号   

三浦市漁港管理条例等の一部を改正する条例  

 （三浦市漁港管理条例の一部改正）  

第１条  三浦市漁港管理条例（昭和 58年三浦市条例第 ２号）の一部を次のよ

うに改正する。  

  第１条中「漁港漁場整備法 」を「漁港及び漁場の整備等に関する法律 」

に改める。  

  第９条第４項中「１月（工作物の設置を目的とする占用にあっては、１

年）」を「 10年」に改める。  

  第 11条第１項中「採取又は」を「採取若しくは」に改め、「受けた者」

の次に「又は法第 43条第４項に規定する認定計画実施者（法第 44条第１項

に規定する認定計画において法第 42条第２項第２号及び第３号に掲げる事

項（水面又は土地の占用に係るものに限る。） 又は法第 50条第１項各号に

掲げる事項を定めたものに限る。） 」を加え、同項ただし書中「同条第４

項」を「法第 39条第４項」に改める。  

 （三浦市風致地区条例の一部改正）  

第２条  三浦市風致地区条例（平成 26年三浦市条例第 15号）の一部を次のよ

うに改正する。  

  第３条第 21号中「漁港漁場整備法」を「漁港及び漁場の整備等に関する

法律」に改める。  

 （三浦市二町谷北公園等条例の一部改正）  

第３条  三浦市二町谷北公園等条例（令和２年三浦市条例第 17号）の一部を

次のように改正する。  

  第１条及び第 13条第５号中「漁港漁場整備法」を「漁港及び漁場の整備

等に関する法律」 に改める。  

 （三浦市二町谷浮桟橋 条例の一部改正）  

第４条  三浦市二町谷浮桟橋条例（令和３年三浦市条例第 19号）の一部を次

のように改正する。  

  第 15条第５号中「漁港漁場整備法」を「漁港及び漁場の整備等に関する

法律」に改める 。  

   附  則  

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

  令和６年２月 28日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   
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                            議案第７号   

   三浦市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の     

   一部を改正する条例  

 三浦市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成８年三

浦市条例第１号）の一部を次のように改正する。  

 別表第２の３  引橋地区地区整備計画区域の表を次のように改める。  

制限 

事項 

計画地区の区分 

Ａ地区 Ｂ－１地区 Ｂ－２地区 Ｃ地区 

建築 

物の 

用途 

の制 

限 

次の各号に掲げるも

のは、建築してはなら

ない。 

（１） 住宅 

（２） 住宅で事務所、

店舗その他これらに

類する用途を兼ねる

もの 

（３） 共同住宅、寄

宿舎又は下宿 

（４） 神社、寺院、

教会その他これらに

類するもの 

（５） 学校 

（６） 病院 

（７） 自動車教習所 

（８） 畜舎 

次の各号に掲げるも

のは、建築してはなら

ない。 

（１） Ａ地区の欄の

各号に掲げるもの 

（２） 老人ホーム、

保育所、福祉ホーム

その他これらに類す

るもの  

（３） 公衆浴場 

（４） 診療所 

（５） 老人福祉セン

ター、児童厚生施設

その他これらに類す

るもの 

（６） 工場 

（７） ボーリング場、

スケート場、水泳場

その他これらに類す

る運動施設として政

令第1 3 0条の６の２

に規定するもの 

（８） ホテル又は旅

館 

次の各号に掲げるも

のは、建築してはなら

ない。 

（１） Ａ地区の欄の

各号に掲げるもの 

（２） 老人福祉セン

ター、児童厚生施設

その他これらに類す

るもの 

（３） 工場 

（４） ボーリング場、

スケート場、水泳場

その他これらに類す

る運動施設として政

令第1 3 0条の６の２

に規定するもの 

（５） ホテル又は旅

館 

次の各号に掲げるも

の以外は、建築しては

ならない。 

（１） 消防署 

（２） 前号の建築物

に附属するもの 

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

  令和６年２月 28日提出  

                     三浦市長  吉  田  英  男   
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                            議案第８号   

   令和５年度三浦市一般会計補正予算（第 ７号）  

 令和５年度の三浦市一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところに

よる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 5 1 1 , 6 7 7千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 20,176,599千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

 （継続費の補正）  

第２条  継続費の変更は、「第２表  継続費補正」による。  

（繰越明許費の補正）  

第３条  繰越明許費の追加は、「第３表  繰越明許費補正」による。  

２  繰越明許費の変更は、「第３表の２  繰越明許費補正」による。  

 （債務負担行為の補正）  

第４条  債務負担行為の追加は、「第４表  債務負担行為補正」による。  

（地方債の補正）  

第５条  地方債の変更は、「第５表  地方債補正」による。  

  令和６年２月 28日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   
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観光の核づくり推進事業（道路）

戸籍住民基本台帳事業

令和５年度

事　　　　業　　　　名

5,621

（単位：千円）

35,798

（追　加）

道路維持補修事業

消防団一般管理事業

１ 消 防 費 災害対策災害資機材整備事業 1,458８

13,200

66,890

項 事　　　業　　　名

第　２　表　　継 続 費 補 正
（変　更） （単位：千円）

款

２ 三崎漁港整備事業

土 木 管 理 費 急傾斜地崩壊対策事業

項 事業名
補　　正　　前 補　　正　　後

総　額 年　度 年割額 総　額

金　   額

6,179

款

年　度 年割額

７ 15,950
令和６年度 8,779

令和５年度 7,171都市計画
推進事業

土木費 ４
都市計
画費

39,803
19,924

令和６年度 19,879

１

道 路 橋 り ょ う 費

第　３　表　　繰 越 明 許 費 補 正
（追　加） （単位：千円）

２

２ 総 務 費 １ 総 務 管 理 費

教 育 総 務 費１

第　３　表　の　２　　繰 越 明 許 費 補 正
（変　更）

消 防 費

３ 民 生 費 ２ 児 童 福 祉 費

線引き見直し事業

9,119

38,431

補　　正　　前
金　　　　　額

補　　正　　後
金　　　　　額

観光の核づくり推進事業（公園）

次世代育成支援事業

三浦縦貫道路関連事業

25,000

11,044

教育研究所事業

第　４　表　　債 務 負 担 行 為 補 正

７ 土 木 費

1,991

神奈川版ライドシェア実証実験事業
令和６年度

（政策課）

９ 教 育 費

（単位：千円）

事       　     項 期        間 限    度    額

31,900

４ 衛 生 費 １ 保 健 衛 生 費 定期予防接種事業 6,610

河川整備事業 20,251

河川維持管理事業 13,125
河 川 費３

５ 農林水産業費 水 産 業 費

交通安全対策事業

社会福祉総務費職員人件費 123 1,575

価格高騰重点支援給付金給付事業 47,879 571,439

45,442

49,610

1,335

8,900
４ 都 市 計 画 費
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公共用財産維持管理事業費

100,600 82,300

市民交流拠点整備事業（道路整備）費 7,900 10,300

三崎漁港整備事業費 4,800 6,500

公衆便所維持管理事業費 7,900 2,400

第　５　表　　地 方 債 補 正

農業基盤整備事業費 21,200 18,400

（変　更） （単位：千円）

36,800 56,900

補　　正　　後
限　　度　　額

起　　債　　の　　目　　的
補　　正　　前
限　　度　　額

市営住宅除却事業費

8,500 7,300

急傾斜地崩壊対策事業費 22,900 36,100

交通安全対策事業費
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議案第９号   

令和５年度三浦市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）    

 令和５年度の三浦市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次

に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 5 1 , 6 6 1千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5 , 6 6 0 , 8 4 0千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

令和６年２月 28日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   
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第　１　表　　 歳 入 歳 出 予 算 補 正

　１　歳　入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

　5 県支出金 3,738,597 151,661 3,890,258 

　1 県補助金 3,738,597 151,661 3,890,258 

　7 繰 入 金 456,221 0 456,221 

　1 他会計繰入金 419,661 8,265 427,926 

　2 基金繰入金 36,560 △ 8,265 28,295 

5,509,179 151,661 5,660,840 

　２　歳　出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

　2 保険給付費 3,631,613 151,661 3,783,274 

　1 療養諸費 3,197,681 117,423 3,315,104 

　2 高額療養費 414,442 34,238 448,680 

5,509,179 151,661 5,660,840 

歳　 　入　　 合　　 計

歳 　　出　 　合　 　計
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議案第 10号   

令和５年度三浦市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）    

 令和５年度の三浦市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定

めるところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 6 , 0 7 7 千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5 , 9 2 9 , 2 6 2千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

令和６年２月 28日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   
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                            議案第 11号   

令和５年度三浦市市場事業特別会計補正予算（第３号）  

令和５年度の三浦市市場事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定める

ところによる。  

（歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1 8 7 , 6 1 6千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5 5 3 , 8 0 2千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

 の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

（繰越明許費の補正）  

第２条  繰越明許費の追加は、「第２表  繰越明許費補正」による。  

（債務負担行為の補正）  

第３条  債務負担行為の変更は、「第３表  債務負担行為補正」による。  

令和６年２月 28日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   
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第　１　表　　 歳 入 歳 出 予 算 補 正

　１　歳　入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２　国庫支出金 219,126 △ 83,250 135,876

１　国庫補助金 219,126 △ 83,250 135,876

４　繰 入 金 97,840 △ 29,494 68,346

１　他会計繰入金 74,963 △ 29,494 45,469

６　諸 収 入 36,251 △ 1,872 34,379

３　雑　　入 35,145 △ 1,872 33,273

７　市　　債 140,900 △ 73,000 67,900

１　市　　債 140,900 △ 73,000 67,900

741,418 △ 187,616 553,802

　２　歳　出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２　施 設 費 588,669 △ 187,616 401,053

１　施 設 費 588,669 △ 187,616 401,053

741,418 △ 187,616 553,802

歳　　入　　合　　計

歳　　出　　合　　計
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（追加）

（変更）

　市場高度衛生管理化対策事業

　（市場管理事務所）
75,000

令和６年度から
　令和９年度まで

　2　施　設　費 　1　施　設　費 　市場高度衛生管理化対策事業 175,000

第　２　表　　繰 越 明 許 費 補 正
(単位：千円)

款 項 事　　　業　　　名 金　　　　額

第　３　表　　債 務 負 担 行 為 補 正 
(単位：千円)

補　　正　　後事　　　　　　項 補　　正　　前

5,678,753
令和６年度から
　令和７年度まで
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                            議案第 12号   

   令和５年度三浦市病院事業会計補正予算 （第１号）     

第１条  令和５年度三浦市病院事業会計 の補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる 。  

第２条  令和５年度三浦市病院事業会計予算 （以下「予算」という。）第３

条に定めた収益的収入の予定額を次のとおり補正する。  

（  科   目  ）  （既決予定額） （補正予定額） （  計  ）  

収          入  

第１款  病院事業収益  3,169,935千円  18,528千円  3,188,463千円  

第２項  医 業 外 収 益 193,958千円  18,528千円  212,486千円  

第３条  予算第９条を第 10条とし、第８条の次に次の１条を加える。  

 （他会計からの補助金）  

第９条  病院事業のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、16,216

千円である。  

  令和６年２月 28日提出  

                     三浦市長  吉  田  英  男   
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                            議案第 13号   

   令和５年度三浦市水道事業会計補正予算（第 １号）     

第１条  令和５年度三浦市水道事業会計の補正予算（第 １号）は、次に定め

るところによる。  

第２条  令和５年度三浦市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３

条の収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。  

（  科   目  ）  （既決予定額） （補正予定額） （  計  ）  

収          入  

第１款  水道事業収益  1,460,014千円  637千円  1,460,651千円  

第２項  営業外収益  288,423千円  637千円  289,060千円  

第３条  予算第９条中「 160,000千円」を「 160,637千円」に改める。  

  令和６年２月 28日提出  

                     三浦市長  吉  田  英  男   
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                            議案第 14号   

   令和５年度三浦市公共下水道事業会計補正予算（第 ２号）  

第１条  令和５年度三浦市公共下水道事業会計の補正予算（第 ２号）は、次

に定めるところによる。  

第２条  令和５年度三浦市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）  

第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。  

（  科   目  ）  （既決予定額）  （補正予定額）  （  計  ）  

支          出  

第１款  公共下水道  

事 業 費 用 
692,459千円  6,659千円  699,118千円  

第２項  営 業 外 費 用 67,680千円  6,659千円  74,339千円  

  令和６年２月 28日提出  

                     三浦市長  吉  田  英  男   
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                            議案第 15 号  

令和６年度三浦市一般会計予算  

令和６年度三浦市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算）  

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ れ 21,763,677千円と定める。

２  歳入歳出予算 の 款項の区分及び当 該 区分ごとの金額は 、 「第１表  歳入

 歳出予算」による。  

（継続費）  

第２条  地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 212条第１項の規定による継続  

費の経費の総額及び年割額は、「第２表  継続費」による。  

（債務負担行為）  

第 ３ 条  地 方 自 治 法 第 2 14条 の 規 定 に よ り 債 務 を 負 担 す る 行 為 を す る こ と が

できる事項、期間及び限度額は、「第 ３表  債務負担行為」による。  

（地方債）  

第４条  地方自治法第 230 条第１項の規定により起こすことができる地方債

の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は 、「第４表  

地方債」による。  

（一時借入金）  

第５条  地方自治法第 235 条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

最高額は、 2,000,000 千円と定める。  

（歳出予算の流用）  

第６条  地方自治法第 220 条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  

 （１）  各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足

を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  

令和６年２月 28日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   

 











9,521
総合計画策定事業 17,778

令和６年度

4,862

令和７年度 6,072
緑地保全事業 10,934

令和６年度
７ 土木費 ４ 都市計画費

第　２　表　　継 続 費
（単位：千円）

款 項 事　　業　　名 総　額 年　度 年割額

45,105

令和７年度 19,331

２ 総務費 １ 総務管理費

防犯灯維持管理事業 64,436
令和６年度

8,257

令和７年度

－6－



（標準化・共通化に係る事業）

（標準化・共通化に係る事業）

戸籍附票システム改修業務

令和７年度 5,027

（市民サービス課）

戸籍情報システム改修業務

令和７年度 5,027

（市民サービス課）

事　　　　　　　　　項 期　　　　間 限　　度　　額

第　３　表　　債 務 負 担 行 為
（単位：千円）

住民情報システム標準化事業
令和７年度 177,498

（デジタル課）

経済対策利子補給金
令和７年度 2,604

（もてなし課）

がん検診業務（集団）

令和７年度

毎年度定める歳入歳
出予算の範囲内で、
契約単価に実施件数
を乗じ消費税等を加
えた額から自己負担
分を引いた額

（健康づくり課）

小中学校児童生徒心臓・腎臓検診業務

令和７年度

毎年度定める歳入歳
出予算の範囲内で、
契約単価に実施件数
を乗じ消費税等を加
えた額

（学校教育課）

財務会計システム運用管理業務 　令和７年度から
　　　令和11年度まで

58,238
（財政課）

塵芥収集車購入費
令和７年度 8,638

（廃棄物対策課）

三浦市ふるさと納税業務

令和７年度

毎年度定める歳入歳
出予算の範囲内で、
ふるさと納税寄附金
見込額に７％を乗じ
た額

（財政課）

ごみ収集運搬業務
令和７年度 513,402

（廃棄物対策課）

学力調査業務

令和７年度

毎年度定める歳入歳
出予算の範囲内で、
契約単価に実施件数
を乗じ消費税等を加
えた額

（学校教育課）

－7－



第　４　表　　地 方 債
（単位：千円）

起 債 の 目 的 限度額 起債の方法 利　　率 償還の方法

市民交流拠点整備事業費 1,346,600 　普通貸借又
は証券発行
　事業の進捗
その他の都合
により起債の
全部又は一部
を翌年度に繰
り越して起債
することがで
きる。

　　5.0%以内
( ただし、利率
見直し方式で借
り入れる政府資
金、地方公共団
体金融機構資金
及び銀行等引受
について、利率
の見直しを行っ
た後においては、
当該見直し後の
利率）

政府資金について
は、その融通条件に
より、銀行その他の
場合には、その債権
者との協定条件によ
る。ただし、市財政
の都合により据置期
間及び償還期限を短
縮し、若しくは繰上
償還又は低利債に借
換えすることができ
る。／／／／／／／

／

同　上

橋りょう維持修繕事業費 10,200 同　上 同　上 同　上

同　上

環境センター改修（中継施
設）事業費

55,000 同　上 同　上 同　上

農業基盤整備事業費 18,900 同　上 同　上 同　上

同　上 同　上 同　上

市営住宅除却事業費 23,000 同　上 同　上 同　上

消防水利施設整備事業費 1,100 同　上 同　上 同　上

常備消防委託等事業費 4,600

計 2,796,446

消防団一般管理事業費 7,300 同　上 同　上 同　上

臨時財政対策債 43,946 同　上 同　上 同　上

中学校施設整備事業費 6,700 同　上 同　上 同　上

勤労市民センター運営管理
事業費

23,700 同　上 同　上 同　上

三浦縦貫道路関連事業費 11,700 同　上 同　上 同　上

交通安全対策事業費 25,300 同　上 同　上 同　上

三崎漁港整備事業費 22,400 同　上 同　上 同　上

公衆便所維持管理事業費 5,000 同　上 同　上

南下浦コミュニティセン
ター運営管理事業費

687,500 同　上 同　上 同　上

子育て賃貸住宅等整備事業
費

394,400 同　上 同　上 同　上

歩行空間整備事業費 7,900 同　上 同　上 同　上

市民交流拠点整備事業（道
路整備）費

78,300 同　上 同　上 同　上

急傾斜地崩壊対策事業費 22,900 同　上 同　上

－8－
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議案第 16号   

令和６年度三浦市国民健康保険事業特別会計予算  

 令和６年度三浦市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。  

 （歳入歳出予算）  

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5 , 6 1 1 , 8 9 8 千円と定める。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入

歳出予算」による。  

 （歳出予算の流用）  

第２条  地方自治法 (昭和 22年法律第 67号 )第 2 2 0 条第２項ただし書の規定に

より歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりと定める。  

（１）  保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  

令和６年２月 28日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   
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議案第 17号   

令和６年度三浦市後期高齢者医療事業特別会計予算    

 令和６年度三浦市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めると

ころによる。  

 （歳入歳出予算）  

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 , 0 4 5 , 0 7 1千円と定める。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入

歳出予算」による。  

  令和６年２月 28日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

議案第 18号   

   令和６年度三浦市介護保険事業特別会計予算    

 令和６年度三浦市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。  

 （歳入歳出予算）  

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6 , 0 0 1 , 1 4 9千円と定める。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入

歳出予算」による。  

 （一時借入金）  

第２条  地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 2 3 5 条の３第２項の規定によ

る一時借入金の借入れの最高額は、 2 0 0 , 0 0 0千円と定める。  

 （歳出予算の流用）  

第３条  地方自治法第 2 2 0 条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  

 （１）  保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  

  令和６年２月 28日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   
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 －１－  

                            議 案 第 19号   

令 和 ６ 年 度 三 浦 市 市 場 事 業特 別 会 計 予 算  

令 和 ６年 度 三 浦 市 の 市 場 事業 特 別 会 計 の 予 算 は、 次 に 定 め る と こ ろに よ る 。  

 （ 歳入 歳 出 予 算 ）  

第 １ 条  歳 入 歳出 予 算 の 総 額 は 、 歳入 歳 出 そ れ ぞ れ 421,453千円 と 定 め る 。  

２  歳入 歳 出 予 算 の 款 項 の区 分 及 び 当 該 区 分 ごと の 金 額 は 、 「 第 １表  歳 入  

歳 出 予算 」 に よ る 。  

（ 債 務負 担 行 為 ）  

第 ２ 条  地 方 自 治 法（昭 和 22年 法 律第 67号）第 214条 の 規 定 に よ り債 務 を 負 担

す る 行 為 を す る こ と が で き る 事 項 、 期 間 及 び 限 度 額 は 、 「 第 ２ 表  債 務負

担 行 為」 に よ る 。  

 （ 地方 債 ）  

第 ３ 条  地 方 自 治 法 第 230条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 起 こ す こ と が で き る 地 方 債

の 起 債 の 目 的 、 限 度 額 、 起 債 の 方 法 、 利 率 及 び 償 還 の 方 法 は 、 「 第 ３ 表  

地 方 債」 に よ る 。  

 （ 一時 借 入 金 ）  

第 ４ 条  地 方 自 治 法 第 235条 の ３ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 一 時 借 入 金 の 借 入 れ の

最 高 額は 、 25,000千 円 と 定め る 。  

令 和 年６ 年 ２ 月 28日 提 出  

三 浦 市長  吉  田  英  男   







　第　２　表　　債 務 負 担 行 為
          （単位：千円）

市場高度衛生管理化対策事業
（市場管理事務所）

　第　３　表　　地  方  債
          （単位：千円）

起　債　の　目　的 限 度 額 起債の方法 利　率

9,400　市場事業費

令和７年度 58,000

－4－

償　還　の　方　法

　　政府資金については、
　その融通条件により、銀
　行その他の場合には、そ
　の債権者との協定条件に
　よる。ただし、市財政の
　都合により据置期間及び
　償還期限を短縮し、若し
　くは繰上償還又は低利債
　に借換えすることができ
　る。

 　　5.0％以内
　( ただし、利率
　見直し方式で借
　り入れる政府資
　金、地方公共団
　体金融機構資金
　及び銀行等引受
　について、利率
　の見直しを行っ
　た後においては、
　当該見直し後の
　利率 ）

　　普通貸借又
　は証券発行
　　事業の進捗
　その他の都合
　により起債の
　全部又は一部
　を翌年度に繰
　り越して起債
　することがで
　きる。

限　　度　　額期　　　　間事　　　　　　　　　項



 

－１－ 

議案第 20号   

   令和６年度三浦市第三セクター等改革推進債償還事業特別会計     

予算  

令和６年度三浦市の第三セクター等改革推進債償還事業特別会計の予算は、

次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算）  

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2 6 2 , 6 9 6千円と定める。  

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入

歳出予算」による。  

  令和６年２月 28日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   
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                            議案第 21号   

   令和６年度三 浦市病院事業会計予 算  

（総則）  

第１条  令和６年度 三浦市病院事業会計 の予算は、次に定め るところによる 。  

（業務の予定量）  

第２条  業務の予定 量は、次のとおりと する。  

 （１）  病床数                            136床  

 （２）  年間患者 数       入院             41,975人  

                外来             62,451人  

 （３）  一日平均 患者数     入院                115人  

                 外来                          257人  

 （４）  主要な建 設改良事業   資産 購入費          41,947千円  

                施設 整備費         133,377千円  

（収益的収入及び支 出）  

第３条  収益的収入 及び支出の予定額は 、次のとおりと定め る。  

収          入  

（  科   目  ）  （  金  額  ）  

第１款  病院事業収 益  2,648,909千円  

第１項  医 業 収 益 2,508,877千円  

  第２項  医業外 収益  140,030千円  

  第３項  特 別 利 益 2千円  

支          出  

（  科   目  ）  （  金  額  ）  

第１款  病院事業費 用  2,992,793千円  

  第１項  医 業 費 用 2,871,469千円  

  第２項  医業外 費用  66,629千円  

  第３項  特 別 損 失 4,695千円  

  第４項  予  備  費  50,000千円  

（資本的収入及び支 出）  

第４条  資本的収入 及び支出の予定額は 、次のとおりと定め る（資 本的収入

額が資本 的支出 額に 対し不 足 する額 1 2 7 , 1 7 9 千円は、過 年 度分損益 勘定留

保資金 1 2 6 , 8 6 7 千円 並びに当 年度分 消費 税及び地 方 消費 税資 本的収支 調整

額 3 1 2 千円で補塡す るものとする。）。  

収          入  
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（  科   目  ）  （  金  額  ）  

第１款  資本的収入  321,088千円  

第１項  企  業  債  163,900千円  

  第２項  負  担  金  150,436千円  

第３項  補  助  金  5,750千円  

第４項  固定資産売 却代金  1千円  

第５項  寄  附  金  1千円  

第６項  貸付金返還 金  1,000千円  

支          出  

（  科   目  ）  （  金  額  ）  

第１款  資本的支出  448,267千円  

  第１項  建設改 良費  175,324千円  

  第２項  企業債 償還金  254,543千円  

  第３項  貸  付  金  8,400千円  

  第４項  予  備  費  10,000千円  

（債務負担行為）  

第５条  債務負担行 為をすることができ る事項、期間及び限 度額は、次のと

おりと定める。  

事    項  期    間  限  度  額  

三浦市立病院検体検 査業務  
令和７年度から  

令和８年度まで  
14,850千円  

自動生化学分析装置 保守業

務  

令和７年度から  

令和 12年度まで  
7,865千円  

（企業債）  

第６条  起債の目的 、限度額、起債の方 法、利率及び償還の 方法は、次のと

おりと定める。  

起債の目的  限度額  起債の方法  利  率  償還の方法  

機 械 器 具 

整備事業費 

千円  

 

 

36,100 

 

 

普通貸借又

は証券発行     

事業の進捗

その他の都合

により起債の

全部又は一部

を翌年度に繰  

5.0％以内

（ただし、利率

見直し方式で借

り入れる政府資

金、地方公共団

体金融機構資金

及び銀行等引受  

政府資金につ

いては、その融

通条件により、

銀行その他の場

合には、その債

権者との協定条

件による。ただ  
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 り 越 し て 起 債

す る こ と が で

きる。  

について、利率

の見直しを行っ  

た後においては、  

当該見直し後の

利率）   

し、企業財政の

都合により据置

期間及び償還期

限を短縮し、若

しくは繰上償還

又は低利債に借

換えすることが

できる。  

建 物 関 係 

整備事業費 
127,800 同上  同上  同上  

計  163,900    

（一時借入金）  

第７条  一時借入金 の限度額は、 8 0 0 , 0 0 0 千円と定める。  

（議会の議決を経な ければ流用すること のできない経費）  

第８条  次に掲げる 経費については、 そ の経費の金額を、そ れ以外の経費の  

金額に流用し、又は それ以外の経費をそ の経費の金額に流用 する場合は、  

議会の議決を経なけ ればならない。  

（１）  職員給与費  1,758,492千円  

（２）  交際費  111千円  

（たな卸資産購入限 度額）  

第９条  たな卸資産 の購入限度額は、 1 5 0 , 1 2 2 千円と定める 。  

  令和６年２月 28日提出  

                     三浦市長  吉  田  英  男  
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                            議案第 22号   

   令和６年度三浦市水道事業会計予算  

 （総則）  

第１条  令和６年度三浦市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （業務の予定量）  

第２条  業務の予定量は、次のとおりとする。  

 （１）  給水栓数                     22,015栓  

 （２）  年間総配水量                  5,374,000㎥ 

（３）  一日平均配水量                  14,723㎥ 

（４）  主要な建設改良事業   改良整備事業        156,690千円  

老朽管更新事業       353,162千円  

 （収益的収入及び支出）  

第３条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。  

収          入  

（  科   目  ）  （既決予定額） （補正予定額） （  金  額  ）  

第１款＊水 道 事 業 収 益   1,442,759千円  

＊第１項＊営 業 収 益   1,294,124千円  

＊第２項＊営 業 外 収 益   148,633千円  

＊第３項＊特 別 利 益   2千円  

支          出  

（  科   目  ）    （  金  額  ） 

第１款＊水 道 事 業 費 用   1,396,656千円  

＊第１項＊営 業 費 用   1,321,915千円  

＊第２項＊営 業 外 費 用   64,740千円  

＊第３項＊特 別 損 失   1千円  

＊第４項＊予 備 費   10,000千円  

 （資本的収入及び支出）  

第４条  資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める （資本的収入  

額が資本的支出額に対し不足する額 3 5 4 , 5 6 4千円は、過年度分損益勘定留  

保資金 16,052千円、当年度分損益勘定留保 資金 2 9 7 , 7 7 4千円並びに当年度  

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 40,738千円で補塡するものとす

る。）。  

収          入  

（  科   目  ）    （  金  額  ） 

第１款  資本的収入    486,772千円  
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第１項  企 業 債   456,000千円  

第２項  負 担 金   30,771千円  

第３項  固定資産売却代金   1千円  

支          出  

（  科   目  ）    （  金  額  ） 

第１款  資本的支出    841,336千円  

第１項  建設改良費    510,162千円  

第２項  企業債償還金    319,174千円  

第３項  予 備 費   12,000千円  

 （債務負担行為）  

第５条  債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のと  

おりと定める。  

事    項  期    間  限  度  額  

水 道 事 業 会 計 シ ス テ ム 利 用

料  
令和７年度から令和11年度まで 5,445 千円 

水 道 事 業 経 営 戦 略 策 定 支 援

業務  
令和７年度 10,670 千円 

 （企業債）  

第６条  起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のと  

おりと定める。  

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利  率 償 還 の 方 法 

     千円 

 

 

 

456,000 

    

 普通貸借又は

証券発行    

 事業の進捗そ

の他の都合によ

り起債の全部又

は一部を翌年度

に繰り越して起

債することがで

きる。 ことが 

5.0％以内 

（ただし、利率見直

し方式で借り入れ

る政府資金、地方公

共団体金融機構資

金及び銀行等引受

について、利率の見

直しを行った後に

おいては、当該見直

し後の利率） 

 政府資金については、

その融通条件により、銀

行その他の場合には、そ

の債権者との協定条件

による。ただし、企業財

政の都合により据置期

間及び償還期限を短縮

し、若しくは繰上償還又

は低利債に借換えする

ことができる。    

 

 

上 水 道 

整 備 事 業 費 
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 （一時借入金）  

第７条  一時借入金の限度額は、 2 0 0 , 0 0 0千円と定める。  

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）  

第８条  次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の  

金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、  

議会の議決を経なければならない。  

 （１）  職員給与費                     142,843千円  

 （たな卸資産購入限度額）  

第９条  たな卸資産の購入限度額は、 17,807千円と定める。  

  令和６年２月 28日提出  

                     三浦市長  吉  田  英  男   
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                            議案第 23号   

   令和６年度三浦市公共下水道事業会計予算  

 （総則）  

第１条  令和６年度三浦市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところ  

による。  

 （業務の予定量）  

第２条  業務の予定量は、次のとおりとする。  

 （１）  整備区域面積                     217㏊  

 （２）  年間有収水量                  1,294,380㎥ 

（３）  一日平均有収水量                  3,546㎥ 

（４）  主要な建設改良事業   管きょ建設改良費       214,165千円  

               コンセッション事業 費    262,482千円  

 （収益的収入及び支出）  

第３条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。  

収          入  

（  科   目  ）    （  金  額  ）  

第１款  公共下水道事業収益    788,961千円  

＊第１項＊営 業 収 益   69,996千円  

＊第２項＊営 業 外 収 益   718,964千円  

＊第３項＊特 別 利 益   1千円  

支          出  

（  科   目  ）    （  金  額  ） 

第１款＊公共下水道事業費用    801,241千円  

＊第１項＊営 業 費 用   733,844千円  

＊第２項＊営 業 外 費 用   57,396千円  

＊第３項＊特 別 損 失   1千円  

＊第４項＊予 備 費   10,000千円  

 （資本的収入及び支出）  

第４条  資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入  

額が資本的支出額に対し不足する額 16,912千円は、過年度分損益勘定留保  

資金 4 , 3 4 8 千円、当年度分損益勘定留保資金 11,139千円及び建設改良積立  

金 1 , 4 2 5 千円で補塡するものとす る。）。  

収          入  

（  科   目  ）    （  金  額  ） 
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第１款  資本的収入    1,011,630千円  

第１項  企 業 債   302,100千円  

第２項  負担金及び分担金    504,138千円  

第３項  補 助 金  205,391千円  

第４項  固定資産売却代金   1千円  

支          出  

 （  科   目  ）    （  金  額  ） 

第１款  資本的支出    1,028,542千円  

第１項  建設改良費    476,691千円  

第２項  企業債償還金    550,851千円  

第３項  予 備 費   1,000千円  

（債務負担行為）  

第５条  債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のと  

おりと定める。  

事   項  期   間  限  度  額  

企業会計システム利用料 令和７年度から令和11年度まで 10,230千円  

三浦市公共下水道事業経

営戦略策定事業 
令和７年度 14,916千円  

 （企業債）  

第６条  起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のと  

おりと定める。  

起 債 の 目 的 限 度 額  起 債 の 方 法 利  率 償 還 の 方 法 

     千円 

 

 

 

 

    302,100 

 

 

 

 

 普通貸借又

は証券発行 

事業の進捗

その他の都合

により起債の

全部又は一部

を翌年度に繰

り越して起債

することがで

きる。こと 

5.0％以内 

（ただし、利率見直

し方式で借り入れ

る政府資金、地方公

共団体金融機構資

金及び銀行等引受

について、利率の見

直しを行った後に

おいては、当該見直

し後の利率） 

 政府資金については、

その融通条件により、銀

行その他の場合には、そ

の債権者との協定条件

による。ただし、企業財

政の都合により据置期

間及び償還期限を短縮

し、若しくは繰上償還又

は低利債に借換えする

ことができる。 

 

 

公 共 下 水 道 

整 備 事 業 費 
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 （一時借入金）  

第７条  一時借入金の限度額は、 2 0 0 , 0 0 0千円と定める。  

（予定支出の各項の経費の金額の流用）  

第８条  予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次の  

とおりと定める。  

（１）  営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用  

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）  

第９条  次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の  

金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、  

議会の議決を経なければならない。  

 （１）  職員給与費                      93,348千円  

 （他会計からの補助金）  

第 10条  公共下水道事業のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は 、

1 5 2 , 5 5 8千円である。   

  令和６年２月 28日提出  

                     三浦市長  吉  田  英  男   

  



 

 

議案第 24号   

   市道路線の認定、廃止及び変更について  

 別紙の市道路線を認定、廃止及び変更したいので、道路法（昭和 27年法律  

第 1 8 0 号）第８条第２項（同法第 10条第３項において準用する場合を含む。）  

の規定により議会の議決を求める。  

  令和６年２月 28日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   
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認　定

整理
番号

路線名

4.00～
8.00

2.40～
6.80

2.40～
11.40

2.40～
8.00

4.00～
13.60

4.20～
7.50

10.40～
14.20

4.00～
10.40

4.00～
6.20

4.00～
7.10

4.00～
8.00

2.40～
4.00

3.00～
8.30

3.20～
8.50

2.50～
5.30

廃　止

整理
番号

路線名

変　更

整理
番号

路線名
変更
前後

2.40～
6.80

12.00～
20.87

12.00～
24.10

86.70
５番２地先 ５番２地先

後
初声町下宮田字長作 初声町下宮田字長作

424.50
５番２地先 ５番５地先

４ 473-3号
前

初声町下宮田字長作 初声町下宮田字長作

15 2457－２号
南下浦町毘沙門字江名 南下浦町毘沙門字江名

南下浦町毘沙門字大込

17.60
2318番地先 2315番地先

14 2457－１号
南下浦町毘沙門字江名 南下浦町毘沙門字江名

68.00
2321番地先 2323番地先

193.50
2519番地先

1794番地先

13 2452－１号
南下浦町毘沙門字江名 南下浦町毘沙門字江名

90.00
2333番地先 2327番地先

10.06
1847番１地先 1847番１地先

1.80

1.80

1.80

1.80

南下浦町毘沙門字大込
50.40

2519番地先

３ 2620号
前

南下浦町毘沙門字大込 南下浦町毘沙門字大込
260.50

2520番地内 1847番１地先

後
南下浦町毘沙門字大込

南下浦町毘沙門字大込
52.00

2520番地先 2519番地先

11 2602－４号
南下浦町毘沙門字大込

48.00
2502番地先 2501番地先

1.80

２ 2619号
前

南下浦町毘沙門字大込 南下浦町毘沙門字大込

１ 2382号

2813番地先

2520番地

後
南下浦町毘沙門字大込

２ 2384号
南下浦町金田字松塚 南下浦町金田字松塚

後
南下浦町金田字松塚 南下浦町金田字松塚

11.50

2338番５地内
南下浦町毘沙門字江名
2329番地内

起　　　点 延 長 (m)

2821番１地先 2800番地内
1.80

123.50

起　　　点

89.50

幅 員 (m)

南下浦町毘沙門字大込
34.40

2453号

2382－２号
南下浦町金田字松塚
2801番地先

26.60

2382－３号
南下浦町金田字松塚

南下浦町金田字松塚

12 2557－２号

７ 2603－３号

10 2602－３号
南下浦町毘沙門字大込

１ 2382－１号
2820番地先

2382－４号

２

2229番１地先
南下浦町金田字松塚

2802番地先

４

３

幅 員 (m)起　　　点 終　　　点

南下浦町毘沙門字江名

2500番地先

2513番地先 2509番地先

南下浦町毘沙門字大込

2819番地内

2506番地先

延 長 (m)

南下浦町金田字松塚 南下浦町金田字松塚

南下浦町金田字松塚
2803番地先

64.00

116.40
2820番地先 2816番地先

南下浦町金田字松塚

終　　　点 幅 員 (m) 延 長 (m)

1.80

終　　　点

353.70

148.60
2805番地先

南下浦町金田字松塚

南下浦町金田字松塚

2400番地先

５ 2603－１号
南下浦町毘沙門字石船 南下浦町毘沙門字石船

193.40
2417番地先 2408番地先

南下浦町毘沙門字大込
51.00

2406番地先 2402番地先

６ 2603－２号
南下浦町毘沙門字大込 南下浦町毘沙門字大込

34.40
1810番２地先
南下浦町毘沙門字大込

2505番地先

南下浦町毘沙門字大込

８ 2602－１号
南下浦町毘沙門字大込 南下浦町毘沙門字大込

232.20
2519番地先

南下浦町金田字松塚 南下浦町金田字松塚

９ 2602－２号
南下浦町毘沙門字大込 南下浦町毘沙門字大込

３

104.60
2814番地先

前

１
2806番地内

2383号 1.80

92.00
2814番地先 2812番地内
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